
４月以降の定期の申込方法が通常と異なります。

定期の申込方法、受付期間、新料金等の詳細については、

平成２４年１月下旬以降にお知らせいたします。

　市営駐輪場は、平成24年4月から市が指定した管理者が管理運営
を行うようになります。移行に伴い、年度を跨ぐ定期券の販売ができ
なくなるため、1月20日からの3ヶ月定期の販売は実施いたしません。
　なお、1ヶ月定期については、3月分まで引続き販売します。


